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令和３年分贈与税の申告書に対応した「相続税 R4 令和３年贈与税対応版（Ver.21.20）」のリリース予定

についてご連絡します。 

このプログラムは、令和３年 1月 1日以降に発生した相続税および贈与税の申告用です。 

当内容は変更の可能性がありますので、あらかじめご了承願います。 

１．発行プログラムと対象バージョン 

システム名 発行バージョン バージョンアップの対象（データ移行の対

象） 

相続税 R4 Ver.21.20 Ver.21.10（Ver.20.1以降） 

※バージョンアップ時にライセンス認証が必要です。 

※R4 シリーズのアプリケーションを初めてセットアップする際、Ｅｉボードが自動でセットアップ

されます。 

※Ｅｉボードは Ver.21.10以降をご利用ください。 

※ネットワーク環境でご利用の場合は、別途［ネットワーク基本ライセンスサーバー版］および接続

端末台数分の［ネットワーク基本ライセンス クライアント版］が必要です。これらをインストー

ルすることによりアプリケーションは同時接続数ライセンス仕様となります。 

※相続税 R4（Ver.20）のデータを Ver.21.2で継続使用する場合は、「旧バージョンデータ読込」で

移行します。旧バージョンデータ読込を行っても Ver.20のデータは残ります。 

２．リリース時期（予定） 

提供方法 提供日（予定） 

Ｅｉボード ダウンロードマネージャー 
2022年1月21日（金） 

エプソン会計システム「マイページ」 

ＣＤ送品（オプション保守契約の方） 2022年1月31日（月）送品開始 

 

2-1. 贈与税の電子申告対応について 

 令和３年分贈与税の電子申告に対応した相続税 R4 電子申告プログラム（Ver.21.2.e2）は、電子
申告 R4（Ver.21.20）と同時に 2022年 1月 27日（木）にダウンロード公開する予定です。 
 
 
 

相続税 R4 令和３年贈与税対応版（Ver.21.20）のリリース 

 

 



３．改正の内容について 

システムに関係する贈与税改正内容は次のとおりです。 

3-1.配偶者控除の特例 添付書類の変更  

     贈与税の配偶者控除の特例の適用を受ける場合に添付する書類のうち「登記事項証明書」について、 

申告書への不動産番号の記入又は登記事項証明書の写しなどの不動産番号等の記載のある書類を提出す

ることにより、登記事項証明書の原本の添付を省略できます。 

3-2.住宅取得等資金の非課税 添付書類の変更 

     住宅取得資金の非課税適用を受ける場合に添付する「登記事項証明書」について、申告書への不動産 

    番号を記入することにより、登記事項証明書の添付を省略できます。 

3-3.取得した不動産に係る不動産番号等の明細書の追加 

    申告書に不動産番号を書ききれないときに使用する帳票として追加されました。 

3-4.住宅取得資金の非課税 合計所得金額と家屋の床面積の要件の変更 

      令和２年 令和３年 

合計所得金額 2,000万円以下 
2,000万円以下（面積が 40㎡以上 50

㎡未満の場合は 1,000万円以下） 

家屋の床面積（登記簿上） 
50㎡以上 240㎡以

下 
40㎡以上 240㎡以下 

    ※システムでは判定しておりません。 

3-5.「加算税の賦課決定通知書」電子通知（e-Tax）受取り対応 

電子申告時に「加算税の賦課決定通知書」を書面ではなく、電子通知（e-Tax）で受け取ることができ

ます。（受取りにはマイナンバーカードが必要です。） 

 

3-6.様式変更と追加 

（1）次の帳票が変更されました。 ※システム対応帳票、（控）省略、主票に準じます。 

帳 票 名 

第一表 贈与税の申告書 

第一表の二 贈与税の申告書（住宅取得等資金の非課税の計算明細書） 

第一表の三 贈与税の申告書（震災に係る住宅取得等資金の非課税の計算明細書） 

第二表 贈与税の申告書（相続時精算課税の計算明細書） 

第三表 贈与税の修正申告書（別表） 

第三表 贈与税の修正申告書（別表の付表） 



（2）新規帳票 

帳 票 名 

取得した不動産に係る不動産番号等の明細書（相続税・贈与税用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．システムの主な対応内容（税制改正）（予定） 

贈与税改正に伴う主な対応内容は、以下のとおりです。 

4-1.贈与税の申告書 変更帳票の対応 

 令和３年分の帳票に対応して、印刷フォーム、入力画面などを変更します。 

帳票の主な変更点は以下の通りです。 

※帳票タイトルや帳票ＩＤおよび用紙右下の年について記載は省略しますが、令和３年の様式に合わせ

ます。 

 

令和３年の帳票に変更します。  ※（控）省略、主票に準じます。 

変更帳票 変 更 内 容 

第一表 

・受贈者及び税理士欄の押印欄削除 

・「不動産番号欄」が追加され、「数量、単価、固定資産税評価額、倍数」

「過去の贈与税の申告状況」のレイアウト変更 

 【Ver.21.10】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考》国税庁のホームページ 

◆令和３年分贈与税の申告書等の様式一覧 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2021/01.html 

◆令和３年分贈与税の申告のしかた

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2021/01.htm 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2021/01.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2021/01.htm


 【Ver.21.20】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

第一表の二 

・不動産番号等の明細欄追加に伴うレイアウト変更 

・㉟「平成 27 年分から令和元年分」→「平成 27 年分から令和 2 年分」に変更 

・㊳「令和元年分」→「令和元年及び令和 2 年分」に変更 

・（注 1）（注 3）文言変更  

第一表の三 

・不動産番号等の明細欄追加に伴うレイアウト変更 

・㊽「平成 27 年分から令和元年分」→「平成 27 年分から令和 2 年分」に変更 

・(51)「令和元年分」→「令和元年及び令和 2 年分」に変更 

・（注 1）文言変更 

第二表 

・第一表と同様に「数量、単価、固定資産税評価額、倍数」「過去の贈与税の

申告状況」のレイアウト変更 

 【Ver.21.10】 

 

 

 

 

 

 

 

 【Ver.21.20】 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産番号の追加 



第三表 ・年度の変更 

第三表 

(別表の付表) 

・㉟「平成 27 年分から令和元年分」→「平成 27 年分から令和 2 年分」に変更 

・㊳「令和元年分」→「令和元年及び令和 2 年分」に変更 

・㊴「平成 27 年分から令和元年分」→「平成 27 年分から令和 2 年分」に変更 

・㊽「令和元年分」→「令和元年及び令和 2 年分」に変更 

その他 
・相続時精算課税届出書、特例株式等納税猶予税額の計算書等の押印欄が廃止

されました。 

4-2.「取得した不動産に係る不動産番号等の明細書（相続税・贈与税用）」に対応 

     贈与税の案件データについてメニューを追加します。 

     ※相続税の案件データは、書き方等が明確にされていないため未対応です。 

4-3.「加算税の賦課決定通知書」電子通知（e-Tax受取）に対応 

     「加算税の賦課決定通知書」を書面ではなく、e-Taxで通知を希望する場合に設定します。 

 

      ＜相続税案件データ＞相続人情報に追加します。 

 

 

 

 

 

 

       

      ＜贈与税案件データ＞案件基本情報の「贈与税」タブに追加します。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．その他システムの変更点（予定） 

5-1.贈与税の案件データについて、全ての財産を繰越の対象とします。（要望対応)  

  従来は「現金預貯金等」「有価証券」のみ繰越の対象でしたが、全ての財産を対象とします。 

  【Ver.21.10】              【Ver.21.20】 

 

 

 

 

 

 

 

5-2.贈与税の案件データについて、続柄リストの表示順を変更します。（要望対応） 

    従来は相続税と同じ続柄リストでしたが、書き方および e-taxを参考に変更します。 

    また、選択肢に「その他」を追加します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3.入力ガイド 贈与税の説明を追加します。 

〔01.基本メニュー〕タブの「91.入力ガイド」に贈与税の説明を追加します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．バージョンアップ後の確認事項 

旧バージョンデータ変換処理の実行 

旧バージョン（Ver.21.1）で使用していた案件データを Ver.21.2へデータ変換して使用します。 

・個別データ変換：［データ選択］画面で 1データずつ変換します。 

・一括データ変換：［保守］タブ→［データ変換］の一括データ変換画面でまとめて変換します。 

 

７．贈与税 令和３年分データの先行入力について 

 相続税 R4（Ver.21.10）で、令和３年分データの先行入力を行えます。 

Ver.21.20では贈与税案件の全財産を繰越せますので、昨年の案件を繰越して使用する場合は、バージョン

アップ後の処理をお奨めします。（Ver.21.10は現預金、有価証券のみ繰越） 

 

以上、よろしくお願いします。 

 


